




株式会社東日本住宅評価センター 

建築物省エネ法適合性判定業務料金減額要領 

（根拠となる規定） 

第１条 株式会社東日本住宅評価センター 建築物省エネ法判定業務規程（以下「業務規

程」という。）第19条及び第 20条に基づき、申請の手数料の減額及び増額について本

要領に定める。 

（用語の意義） 

第 2条 この細則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

一 法人等 代理者（復代理人を除く。以下同じ。）及び設計者の所属する法人（法人で

ない場合は建築士事務所）で、計画書第２面に記載のあるものをいう。複数の法人等が

所属する団体は、法人等として扱わない。 

二 標準料金 業務規程の別表３に記載の料金をいう。 

（減額の要件） 

第３条 次の要件のいずれかに該当する場合、減額判定料金を適用する。 

・当機関への1年間の省エネ適合性判定の引受け数が5以上見込める場合。 

・前年の当機関への建築物省エネ法第7条、第35条、第41条及び東京ゼロエミ住宅

に係る申請等の引受数が12以上ある法人等で、省エネに関する性能等の情報の蓄積があ

り、審査が効率的に実施できると判断したとき。 

（減額の対象） 

第４条 前条に該当する法人等を減額の対象とする。 

２ 令和３年４月１日以降、該当する法人等に所属する代理者又は設計者からあった申請等

（省エネ適合性判定に係る計画、変更計画、軽微変更該当証明申請）に係る標準料金を減

額対象とする。 

３ 前項の規定は、令和３年４月1日以降は、当機関のいずれの支店・首都圏評価センター

に申請しても適用する。 



（割引率） 

第５条 標準料金から減額料金への割引率の上限を30％と定める。 

（別の定め） 

第６条 当機関は、前条まで又は附則の規定とは別の定めをすることができる。 

（軽微変更該当証明書交付料金の特例） 

第７条 軽微変更該当証明書交付業務において、変更のある様式シートの種類が１あるいは

２の場合は別途定める料金とすることができる。 

（附則） 

この要領は、令和 3 年 4月 1 日より施行する。 


